
国立大学法人佐賀大学学長候補者の選考について（公示） 
 
 
 国立大学法人佐賀大学学長選考会議は，学長候補者の選考を行うことになりました

ので，国立大学法人佐賀大学学長選考規則（以下「学長選考規則」という。）第４条の

規定に基づき，国立大学法人佐賀大学学長候補者の選考について公示します。 
 
 
１ 学長候補者の選考を行う理由 
   学長の任期満了による。 
 
２ 学長候補者の資質要件 
   別に定める「佐賀大学学長に求められる資質・能力、重点的取組」による。 
 
３ 学長の任期 
   平成２７年１０月１日から４年間 
 
４ 学長候補適任者を推薦する推薦者の資格  
○ 推薦者の資格 

    推薦期限日現在，満２０歳以上の者（推薦者は学内外を問わない。） 
 
 ○ 推薦者となれない者 
    ・他の学長候補適任者を推薦した者 
    ・学長候補適任者として推薦された者 
 

※ なお，推薦者となった者は，国立大学佐賀大学意向調査管理委員会要項第３

第１項に定める意向調査管理委員会の委員となることができない。 
 
５ 推薦に必要な書類及び提出日時並びに提出場所 
 ○ 推薦に必要な書類 

     学長候補適任者を推薦する場合は，学長選考規則第５条第２項に規定する次

の書類を作成の上，学長選考会議に対し，下記の提出日時までに提出するもの

とする。 
    ・学長候補適任者推薦届出書 

・推薦書 
・履歴書 
・業績概要 
・所信表明書 
・応諾書 

   ※ 様式については，本学ホームページからダウンロードして利用するか又は

様式に準じて作成するものとする。 
 
 ○ 提出日時 
    平成２７年４月２０日（月） １７：００必着 
    必要書類は書留による郵送又は持参のみ受け付ける。 



 ○ 提出場所 
    〒８４０―８５０２ 
    佐賀県佐賀市本庄町１ 
    国立大学法人佐賀大学総務部総務課内 
    「国立大学法人佐賀大学学長選考会議事務局」 
 
６ 選考方法及び日程 
 １） 公示 
    学長候補適任者の推薦を公募する。 
 
 ２） 資格審査及び公表 
    被推薦者について，学長選考会議が資格審査を行い，資格審査を通過した者

を学長候補適任者とし，その者の氏名等を五十音順に公表する。 
 
 ３） 学長候補適任者の所信表明演説 
    学長候補適任者は，学長選考会議が指定した日時及び場所において，所信表

明演説を行う。 
    ・日 時  平成２７年５月１８日（月） 
          本庄地区  １５時００分から 
          鍋島地区  １７時３０分から 
 
    ・場 所  本庄地区  教養教育大講義室 
          鍋島地区  医学部臨床大講堂 
 
 ４） 意向調査 
    学長候補適任者に対し，意向調査の告示日の前日に佐賀大学に在職する意向

調査管理委員会要項別表に定める意向調査投票資格者による意向調査を行う。 
    ・意向調査の告示日  平成２７年５月２５日（月） 
    ・意向調査の投票日  平成２７年６月８日（月） 
     （不在者投票期間は、平成２７年５月２５日（月）～６月５日（金）ただ

し、土、日を除く） 
 
 ５） 学長候補者の決定 
    学長選考会議は，学長候補適任者について学長選考規則第７条に基づき，学

長候補者を決定する。ただし，学長候補適任者に学長候補者の該当者がいない

と判断された場合には，公示から開始して再度選考を行う。 
 
 ６） 学長候補者決定の公表 
    学長候補者が決定した場合は，速やかに，学内外に公表する。 
 
 
     平成２７年３月９日 
 
                   国立大学法人佐賀大学学長選考会議 




